


い

に

（市営）別府住宅

ほ

ま

南片江１．３～５丁目

南片江２．６丁目

ゆ

※年末年始（１２月３１日～１月３日）はごみの収集　はお休みになります。
　 年末年始のごみ出し日の変更は１２月１５日号の　市政だよりでお知らせします。

ひ

へ

第４回目の（火）

第３回目の（木）

第４回目の（日）

第２回目の（火）

第３回目の（水）

第４回目の（火）

第４回目の（水）

第４回目の（水） 第２回目の（水）

別府４．５丁目

別府１～３丁目 第４回目の（火）

第２回目の（火）

第４回目の（木）

第４回目の（月）

第４回目の（火）

第３回目の（木）

月　・　木

火　・　金

第４回目の（月）

月　・　木

火　・　金

火　・　金

第２回目の（木）

第２回目の（木）

第１回目の（日）

第３回目の（日）

第４回目の（木）

第１回目の（日）

月　・　木 第１回目の（水）

第２回目の（月）

第２回目の（月）

別府団地

鳥飼４～６丁目

茶山１～３．６丁目
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第３回目の（木） 第１回目の（木）友泉亭

月　・　木

第４回目の（火）

第１回目の（水）

第３回目の（木）

第３回目の（月）鳥飼７丁目

☆ごみは指定された曜日の日没から夜１２時までに出してください。 ☆「第１回目の（日）」とは、その月の１回目の日曜日

第４回目の（月）

月　・　木

第３回目の（月）

火　・　金

第１回目の（木）

第１回目の（月）

第２回目の（日）

東油山１．３～６丁目

第４回目の（日）

第１回目の（水）

樋井川１丁目 第２回目の（火）

第２回目の（月）

東油山２丁目

第２回目の（水）

（大字）東油山

第４回目の（日）

あ

う

か

た

し

家庭ごみ持ち出し日一覧表（城南区）

第４回目の（木）

第４回目の（月）

第２回目の（木）

日　・　水

第３回目の（水）

松山１．２丁目

干隈１．２丁目

第２回目の（月）

第２回目の（日）

第１回目の（木）

第１回目の（月）
み

第２回目の（月）

別府６．７丁目

七隈６丁目

七隈７．８丁目

西片江１．２丁目

樋井川２．３．５丁目

第２回目の（日）

第1回目の（木）

第１回目の（火）

第１回目の（月）

第２回目の（金）

片江１丁目

火　・　金

町　　　　　名

荒江１丁目

荒江団地

飯倉１丁目

梅林１．２丁目

梅林３～５丁目

（大字）梅林

燃えるごみ

月　・　木

月　・　木

火　・　金

火　・　金

宝台団地

田島１．２丁目

田島３～６丁目

田島団地

片江２～５丁目

火　・　金

金山団地

堤１丁目

堤２丁目

長尾１．２丁目

長尾３～５丁目
火　・　金

第３回目の（木）

第３回目の（月）第４回目の（日） 第２回目の（日）

日　・　水

燃えるごみ燃えないごみ びん・ペットボトル

七隈１丁目

町　　　　　名

な

第１回目の（水）

第１回目の（火）

第３回目の（火）

第３回目の（水）

第３回目の（火）

七隈２～５丁目 第３回目の（金）

燃えないごみ びん・ペットボトル

第３回目の（火）

第４回目の（水） 第２回目の（水）

茶山４．５丁目

日　・　水

第３回目の（日）

第１回目の（日）

月　・　木

月　・　木

日　・　水

城西団地

神松寺１～３丁目

第２回目の（金）

第３回目の（火） 第１回目の（火）

第４回目の（月）

第３回目の（日）

樋井川３丁目３８番

樋井川４．６．７丁目

第１回目の（火）

月　・　木

と
日　・　水

ち

第２回目の（火）

第１回目の（木）

第２回目の（火）

第３回目の（水）

つ

第３回目の（金）

堤団地

友丘１～６丁目
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